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地方財政危機の原因 としての

地域不均等発展(2)

李 昌 均

IV地 方財政危機の本質

地方財政の危機の本質の把握が違うとその解決方法 も違 うわけになるか ら,

その危機の正確な把握がまず重要 である。では,地 方財政の危機の本質をどこ

か ら取 り出すべ きであろうかといえば,そ れは前編で明 らかにした,地 域不均

等発展を基礎 とした地域間財政力の格差によって発生するだけでなく,そ れに

伴 う中央集権の強化 と国家の経済的介入の拡大によって,地 方に対す る国の統

制や支配の関係から取 り出す ことができると思 う。したがって.本 稿はこうし

た地域不均等発展を基礎 とす る国による地方財政統制の強化が,地 方財政や地

域社会あるいは人間発達にどんな影響 を及ぼしているのか,そ の地方財政危機

の本質 について検討する。

さて,現 代の地方財政危機の本質は,資 本主義経済法則による地域不均等発

展の必然性 とそれに加えて,官 僚的中央集権の強化のために助長された地域不

均等発展の拡大から生 じる地域問財政力格差の拡大によって,地 方財政に対す

る国家の介入過程のあらわれにあると規定 して置ぎたい。この地方財政危機の.

本質 つまり,国 家権力の浸透による国家財政 と地方財政との相関関係,そ の

あ らわれの形態を次のように四つに分けて分析してみたいと思う。

1.地 域間財政力の格差 と財源の絶対的不足

地域不均等発展が進めば進むほど,税 源が地域的に偏在して,各 地方自.治体

は財政力の格差が拡大す る一方,さ らに,資 本主義 の発展とともに地方経費自
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表3地 方歳 出額 と国税徴収 額の地 域格差 〈昭和61年 度〉
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阪

知

東

人

受

取

森
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島

青

鹿

地方財政普
通会計歳出

決算額1畿

億円%
41,72413,13

15,85114.99

13,4114.22

2,5750,81

5,2721.66

6,1381.93

同1人 当た り額

纈劉
千 円

357

186

208

415

342

338

水準値

136.31

70,93

79,37

158.64

130.50

128.95

国税徴収額
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済額

億円

146,084

45,374

29,882
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1,840

2,001
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国比

%
34.34

10.67

7,02

0.21

0,43

0,47

同1人 当た り額

鶴1
千円

1,249

532

463

141

119

110

水準値

356,49

151.67

137,11

40.18

34,02

31.40

資料)東 洋経.AP地 域経済総覧』(昭 和63年度)

体 が 膨 張 す る こ とに よ って 各 自治体 は財 政 の 窮乏 が発 生す る の で あ る。 これ を

二 つ に分 けて 分 析 して みれ ば.ま ず 第一 に,税 源 の地 域 的 偏在 現 象 で あ るが,

これ は,地 域 不 均 等発 展 に よ る過疎 ・過 密 が 進行 す れ ぼ す る ほ ど課 税 対 象 が地

域 的 に偏 在 し,そ の結 果 と して 各 自治体 は 財 政 力 が 不 均 等 に な って 貧乏 団体 が

発 生 ・拡 大 す る とい う こ とで あ る。

表3を も って,国 税 徴収 額 と地 方 財 政 畿 出額 に つ い て 富裕 県 と農 村 県 を比 べ

て み よ う。 ま ず,国 税 徴 収 額 は,東 京 都 だ け で全 体 の34%,大 阪,愛 知 両 県 を

含 め る と,52%近 くの大 き な割 合 を 占 め て い る。 これ に対 し,取 高,青 森,鹿

児 島三 県 を合 わ せ た 国税 徴 収 額 は わず か1%余 に 過 ぎ ない 。 また,一 人 当 り額

で,富 裕 県 と農 村 県 とを比 べ て み て も,全 国 を100と す る水 準 値 は た とえ ば,

東 京356.49に た い し,鹿 児 島 は31.40と そ の 格 差 は 大 き く開 い て い る。 次 に,地

方 財 政 歳 出額 に つ い て,富 裕 県 と農 村 県 を比 べ る と,富 裕 県 合 計 の対 全 国 比22

%に た.いし農 村 県 合 計 の 対 全 国 比 は4%余 で,そ の格 差 は大 きい が,国 税 徴収

額 の 格 差 よ りは 小 さい 。 と くに,人 ロー 人 当 りで比 べ る と農 村 県 の方 が 富 裕 県

を上 回 って い る。 貧 富 団 体 間 の地 方 歳 出 の格 差 が 国税 徴 収 額 の格 差 ほ ど大 き く

な く,む しろ画 一 的 で あ るの は,日 本 の地 方 財 政 調 整 制 度 の 機 能 の大 きさ を示

す もの で あ るが,し か し,こ の事 実 は 地 域 経済 力 の 不 均 等 の 縮 小 へ とつ な が る

もの で は な く,国 家 の地 方 へ の 財 政 的 介 入 の拡 大 に他 な らな い。 と くに,農 村
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県 へ の 財 政 的 介 入 や 統 制 の拡 大 を意 味 して い るの で あ る。

第2に,地 方 経 費 自体 の膨 張 に伴 う財 源 の 絶 対 的 不 足 と地 方 財 政 の窮 乏 の現

象 で あ る。

地 方 経 費 の膨 張 す る原 因 を,藤 田教 授 は 次 の よ うに,「 一 つ は,地 域 社 会 の

行 政 需 要 の増 大,多 様 化 に と もな う地 方 自治 体 の 行 政 領 域 の拡 大,二 つ は.核

家 族 化 に よ る地 域 住 民 の社 会 消 費,社 会 保 障 へ の要 請 の増 大,三 つ は.集 権 的

行 政 機 構 を通 ず る国 の 計 画,施 策 の 地 方 へ の 浸 透,四 つ は,公 共 投 資 の増 大,

五 つ は,大 都 市 対 策 過 密 ・過 疎 対 策 の 実 施 」26)な どを あげ て い る。

この 中 で重 要 な の を 見 る.と,社 会 福 祉 に対 す る施 策 の増 大 に よ る地 方 経 費 の

膨 張 は,こ れ は戦 後 の地 方 財 政 の 民 主 的 改 革 と民 主 主 義 ・地 方 自治運 動 の成 果

を反 映 した 民主 的 側 面 で あ る。 つ ま り,民 主 主 義 と地 方 自治 の発 展 に よ る社 会

福 祉 へ の要 請 と住 民 ニ ーズ の 多 様 化 に と もな う地 方 自治 体 の行 政 領 域 の拡 大 に

よ って地 域経 費 は 膨 張 した とい う こと 恩あ る。

しか し,地 方 経 費 の 膨 張 に よ る地 方 財 政 の窮 乏 の現 象 は.こ の 民主 的 側面 よ

り他 の 側面 に 問 題 が あ る.加 藤 教 授 もつ ぎ の よ うに,「 地 域 不 均 等是 正(過 疎 ・

過 密)へ の対 応 は,地 方 財 政 に多 くの支 出 を強 制 す る。」27)と述 べ て い る。 つ ま

りそ の対 応 対 策 は,地 域 不 均 等 を是 正 す る ど こ ろか そ の経 費 だ け が 地 方 に 強 制

され る こ とに よ って 結 局,地 方 財 政 の窮 乏 を もた らす 結 果 と な った の であ る。

ま た,地 方 経 費 の 膨 張 の 原 因 と して,注 目 しな けれ ば な ら ない 側面 は,国 の

施 策 の 地 方 へ の 浸透 つ ま り,機 関 委 任 事 務 と補 助 事 業 に よ る超 過 負担28)が 地

26)藤 田武夫 「現代日本地方財政史」(下巻),日 本評論社,1985年.266ペ ージ。「日本地方財政の

歴史と課題」同文館,1987年,73-173ペ ージ。

27)加 藤目夫,池 上惇編 「財政学概論」有斐閻,1983年,5章 「国 と地方 との財政関係論」(加 藤

自失)

28)こ の超過負担の事例に関しては,坂 本 忠次 「現代地方自治財政論」青木書店,1988年,160-

161ぺ.一ジをみよう。 そして機関委任事務と補助事務による超過負担の算出は,次 のように.超

過負担;実 支出額(決 算額)一 補助基本額=単 価差+数 量差十対象差 という算定方式に 基蔵 す

る。単価差はp実 際経費よりも低 く補 助単価が定められるところがら発生,数 量差は.補 助対象

の数量を低 く見積るところがら発生する。 例えば職員数,建 物の面積。 そして,対 象差 として

は,当 然補助対象 となるべ き経費が対象からはずれていることから起こる。つまり補助対象を狭

く限定するところが ら生まれる。例えば,職 員設置費の各種手当など。



地方財政危機の原因としての地域不均等発展(2)(369)105

方 経 費 の 膨 張 を もっ と促 進 させ,地 方財 政 を 一層 窮迫 に して きた とい うこ とが

重 要 な問 題 点 で あ る。

特 に,機 関 委 任 事 務 は地 方 自治体 の首 長 や 行政 委 員 会 な ど執 行 部 に お い て拒

否 で きな い事 務 で あ る こ とは も ち ろん,自 治 体 の議 会 に も審 議 権 が な く.地 方

自治 体 の行 財 政 自主権 の侵 害 を もた らす 事 務 で あ る。 この機 関委 任 事 務 の数 が

表4で み る よ うに戦 後 非常 に増 加 して い る こ とが わか る。 これ は 国 の 自治体 に

対 す る介 入や 統制 の 幅 が大 き くな っ た とい う こ とを示 して い るの で あ る。

表4機 関委任 事 務件数 の増加状況

機関委任事務 1952年 1986年
一

知事へ の委任事 務 126 316

府県の委員会への委任事務 29 38

市町村長 への委任事務 66 136

市町村 の委員会 への委 任事務 15 18

資料)鳴 海正泰 「地方 自治体入門」 日本経済 新聞社,1987年 。

2,中 央集権的財政構造と財源の自主使用権の喪失

中央集権的財政構造の下では,課 税自主権が抑圧され,地 方自治体は国家か

らの使途の制限された統制の資金を受けなければならないのである。それで,

各地方自治体は地域の特性を活か した独自的な仕事や財源使用の裁量権の確保

ができず,国 の政策に支配されるという問題が発生す る。

これについて,池 上教授は,「 地方交付税,国 庫支出金.地 方債は地方財政

の活動であるが,地 域の経済産業人 口に依存せず全国的な中央政府の租税徴収,

予算編成,経 済政策,金 融活動に依存している。」29)と述べ.さ らに.国 家の

地方財政における中央統制の関係を次のように,「 まず.歳 入面でほ..交付税

国庫支出金,地 方債の依存財源が大きな比率をしめ.そ の算定や交付を通 じて

中央政府の様々な統制をうける。そ して.歳 出面では.国 の機関委任事務や補

助事業が圧倒的多 く,自 治体の 自由な裁量で決定 され る経費は全体の中でわず

29)池 上惇「地方財政論」同文館,1982年,25ページ。
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か で あ る。」ゆ と述 べ て い る。 言 い替 えれ ば,歳 入 が 交 付 税 や 補 助 金 な どに依

存 して い るか ら歳 出(自 治体 の 事 業)も 補 助 事 業 な どの国 家 事 業が 多 い の は 当

然 の こ とで あ ろ う。 つ ま り,歳 入 の 統 制(依 存 財 源 の大 き さ)が そ の ま ま歳 出

の統 制 と な って い るの であ る。 だ か らこ そ,ま ず 歳 入 の統 制 か ら脱 皮 し なけ れ

ば な らな い の で あ る。 そ うす る た め には,い うま で もな く課税 自主 権 の 確 保 が

急 先 務 で あ ろ う。 表5で み る よ うに,国 家 財 政 の うち 地 方 へ流 れ る財 政 資 金 の

割 合 は,1935年 に は,国 庫 歳 出総 額 の14%,地 方 歳 入 総 額 の12%に 過 ぎ なか っ

た が,そ れ が1980年 に は,国 庫 歳 出 の44%,地 方 歳 入 総 額 の4ユ%に もな って い

る。 この よ うに戦 後,地 方 財 源 の 国 へ の 依存 率 は 飛 躍 的 に 高 ま って い る。

表5国 か ら地方へ流れ る財政資金 の割 合(億 円%)

1935(昭 和10)

1960(〃35)

1980(〃55)

1986("61)

㈲国 庫一 般会
計歳出総額

22

17,430

434,050

536,404

,
地

金

,

出
税

支
与
税

庫
譲
付

国
方
交

⑬
地
方

3

8,240

191,322

206,779

⑧
④

4

7

4

9

1

4

4

3

◎地 方普 通
会計歳入総額

26

20,260

468,031

600,748

⑥
◎

2

1

1

4

1

」4

4

Q
9

資料)自 治省 『地方財政白書』(昭 和37,57,63年 度版)

この 国 の地 方財 政 に 対 す る統 制,そ し て課 税 自主 権 の問 題 を,中 西教 授 は 次

の よ うに,「 地 方 自治 体 の 財 政 自主 権 の 問題 は,た ん に租 税 の量 的 な比 率 の み

の 問 題 で は な い 。 もち ろん 量 的 な比 率 も重 要 な要 素 の 一 つ で あ るが,同 時 に,

地 方 交 付 税 や 補 助 金 の 交 付 あ る いは 起 債 の許 可 な どを 通 じて,国 が 強 力 な 自治

体 へ の中 火 統 制 を行 っ てい る と ころ に問 題 が あ る。」3Dと 指 摘 してい る。

こ の よ うに確 か に,現 在 の 日本 の地 方 財政 に お い て の も つ.とも重 要 な 中 央 統

制 の 問 題 が,補 助 金 や 起 債 の問 題 特 に 交付 税 の 場合 は,そ の 金 額 の大 き さ の

問 題 だ け で な く,そ の 金 額 を交 付 あ るい ぼ使 用す るに あた って 国 の 統 制 が 強 力

で あ る と い う とこ ろ に あ る の で あ る 。

30)同 上

31)中 西啓 之 「地方財政入門」現代の地方危機の構造,大 月書店,1987年,14ペ ー ジ。
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以上で依存財源に対す る国家統制の問題点に関して見たが,ま た,こ れに関

連 して自主財源である地方税そのものにおいて も問題点を指摘 しなければなら

ないと思 う。加藤教授によれば,現 行の地方税体系は,「 た とえば課税客体で

いうと地方税に特有 な多様な非課税規定か ら始まって,課 税標準では多分に国

の政策 を盛 り込んだ国税基準にほ とん どそのままの強制 させ,税 率適用上の地

方団体 による裁量の幅が狭さなどはその例である。問題はそれが,も つぼら中

央 の政策を税法 とい うワク組みを使って地方団体を統制 し,自 治に介入するも

の となっており,そ の結果住民の意志 を反映した税制民主化の途が不当に抑圧

されね じまげられることとなっているということである。」82)

このように,現 在の中央集権的財政構造の下では,地 方歳入の中で,国 家か

らの依存財源の比重が多すぎると同時に,機 関委任事務 と補助事業が圧倒的に

多 く,さ らに,地 方税も国税基準 に強制し,そ の結果,地 方 自治体は独自的な

仕事や経費支出ができないというところに大きな問題があるといえる。

3.地 方 自治 体 の 国 家 へ の 依 存 意 識 の惰 性 化

この 問 題 は,地 方 自治 体 自体 も,中 央 集 権 的 な財 政 構 造 の 根本 的解 決 の た め

の 努 力 よ り も,依 存 財 源 の獲 得 の た め の他 自治 体 との競 争 に 巻 き込 ま れ て,中

央 政府 へ の 依 存 意識 が 惰 性 化,慢 性 化 され て い る とい う側面 で あ る。

この 問 題 につ いて,池 上 教 授 は 次 の よ うに述 べ て い る。 「地 方 自治 体 は,財

源 を補 助 金,起 債,特 別 交 付 税 な どに依 存 しよ う と して,中 央 政 府 か ら人 材 を

受 け入 れ て きた とい う面(い わ ゆ る 「天下 り」 の 問 題)に 注 目せ ざ る を え ませ

ん 。 こ の結 果,日 本 の地 方 自 治体 の管 理職 員 は,そ の 中 心 を中 央 政 府 か らの供

給 に仰 ぐこ と とな り,し か も,彼 らは,た えず 人 事 移 動 に よ って 中央 官 庁 へ回

帰 して ゆ きます の で,大 多数 の地 方公 務.員は 中 央 政 府 の 決 め た 「マ ニ ュア ル」

に した が っ て業 務 を せ ざ るを 得ず,そ の よ うな 業 務 で あ るか ら こそ,機 械 化,

32)加 藤 目夫,池 上惇編 「財 政学概論」有 斐閣,1983年,5章,1国 と地方の財政 関係論」(加 藤

目夫)106ペ ージ。
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下 請 化,外 部 委託 な どが 可 能 と な り、 つ い に は地 方 自治体 業 務 に お い て も っ と

も固有 な もの と思 わ れ る地 域 計 画 さ え も,独 自的 に で きな い」88)

つ ま り,財 政権 を国 家 が 握 っ てい るた め,人 材 や地 域計 画 まで も 「か ね」 の

た め に,や む を得 ず,中 央 政 府 に依 存 しな け れ ば な ら な くな る とい う側 面 と,

また そ の依 存 意 識 が根 深 く惰性 化 され て い る とい う問 題 で あ る。 例 え ば,た い

て い 自治 体 の首 長 の能 力 が,依 存財 源,特 に補 助 金 の獲 得 能 力 に よ って評 価 さ

れ る傾 向 が あ って,地 域 の 仕 事 よ り中 央 政 府 との関 係 を も っ と重 視 す る風 潮 が

そ の 一例 で あ る。 表6に よれ ば,「 国庫 補 助 金 を 獲得 す る こ とに 熱 心 で し ょう

か とい う質 問 に対 して,市 長 ・助 役 は,明 確 に肯 定 の 方 向 で 回 答 して い る。 さ

ら に他 の役 職 者 に,あ な た の と ころ の市 長 ・助 役 は,補 助 金 の獲 得 に熱 心 か と,

市 長 ・助 役 の行 動 に対 す る評 価 をた ず ね た と こ ろ,ほ ぼ 同 様 の回 答 が 出 され て

い る」39こ とが わ か る。

表6補 助 金の獲得 に熱心か

役 職 繍 ・熱 響 騨 講 無塩 勢・・

市 長 ・助 役

財 政 課 長

民 生 課 長
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100
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

*本 質問に関 して は,「 市長 ・助役」 に対 しては,自 分 自身の行為 をたずね,4課 長に対 して

は 「市長の行動」 について熱 心な補助金 の獲得活動 か どうか を評価 して もらっている。

市長 ・助役 に対す る質問 文=あ なたば,国 庫補助金 を獲得す るこ とに熱 心で し ょうか。

国庫補助金 を獲得す るこ とに市長 や助役は熱心 で4課長 に対 する質問 文=あなたの市 では,

し ょうかD

資料)村 松岐夫 「地 方自治」東京 大学出版会,1989年 。

結 局,官 僚 的 中 央 集 権 の 長 期 化 に よ っ て,各 自.治 体 の 地 域 特 性 を 生 か し た 地

域 計 画 や 人 材 育 成 な ど 内 発 的 発 展 の た め の 努 力 が 抑 圧 さ れ る と い う面 に 注 意 し,

33)宮 本憲一編 「地方財政 の国際比較」勁 草書房,1986年,調 報告4「 地方所得税 の拡充 と地 方行

政 にお ける専 門性 の発 展」(池 上 惇)53ペ ー ジ。

34)村 松岐夫 「地方 自治」東京 大学出版 会,1989年.146ペ ージ。



地方財政危機の原因としての地域不均等発展 ②(373)109

各 自治 体 は 中 央 依 存 の惰 性 をす て な けれ ば な らな い の で あ る 。

4.地 方財政の統制による地方 自治の統制と人間発達における住民の貧困化

以上の三つの危機の総合的結果 として,も う一つの地方財政危機の本質のも

っとも重要な側面は,国 が地方自治体 に対 して財政を統制することによって.

結局は地方 自治全般 を統制することができるということと.さ らに.そ れだけ

でなく,そ の結果 としての地域住民の貧困化の現象である。つまり.地 方財政

危機はただ表面 ヒの財政の悪化や単なる財政面での統制ばか りでなく,そ の財

政の統制をテコにする裏面上の統制,い わば地方自治権の統制や地域住民の貧

困化の現象を組きに してはその本質の把握は充分ではないと思う。むしろ,こ

の問題が地方財政危機の本質の把握において看過 してはならない極めて重要な.

側面であると強調 したいと思 う。

日本の地方自治体は一方では.国 家権力の下部機構 という性格を持ち.他 方

では住民の生活 と権利 を守るための住民の自治組織 という性格をあわせて持っ

ているが,し かし.強 力な中央集権的財政構造のもとでの歳入の中央集権化が

進行す るにつれて,地 方自治体は国か らの財源の再分配(様 々の制約のある統

制の金額)を うけなければならない。その過程で地方自治体は国家権力の下部

機構としての性格はますます強 くなるのに反 して,住 民の生活と権利を守る地

方自治体としての性格はますます うしなッてゆくのである。要するに,今 日の

日本の中央集権的財政構造の下では,大 部分の地方自治体は財政危機に直面 し

ているため,国 家からの強制された事務しかできないから,地 域の政治.社 会,

文化などは国の地方に対す る財政手段,い わば中央政府の地方政府への 「かね

の使い方」によって,絶 対的に従属され,憲 法に保障された地方自治体は国家

権力の下部機関になってしまったのである。

したがって,島 教授が 「独占段階の政治は盲目的な経済法則に従属する」鋤

と指摘 したように,地 方自治体においては,ま さに中央集権的財政構造下の地

35)島 恭彦,「 地域論」(島 恭彦 著作 集第4巻),有 斐閣,1983年,34ペ ージ。



110(374)M146巻 第3・4号

域 社 会(政 治)は 国家 の 専 横 的 な財 政 手 段(経 済)に 絶 対 的 に従 属 され る とい

え る だ ろ う、 つ ま り,国 家 の 地 方 自治 体 へ の 統 治 は 国 家 権 力 の統 治 それ 自体 で

は な く,統 治 の 経済 的 側 面 にあ るの で あ る。 だ か ら こそ,財 政 の 白治 が な け れ

ば,ま さに 地 方 自治 は あ りえ ない と い え る。

と こ ろで,こ れ と関 連 して,中 央 集 権 的 財 政 構 造 の下 で の 国家 の 地 方 財 政 へ

の 経 済 的 介 入 の 強 化 が 地 域 住 民 の貧 困化 を どの よ うに 促 進 して い るの か を分 析

して み よ う。 もち ろ ん貧 困化 の 問題 は一 般 的 に は所 得 水 準 の 低 下,失 業 率 の上

昇 な どの問 題 と して取 り扱 われ て い るの が 普 通 で あ る。 しか し,本 稿 で は地 方

財 政 の悪 化(危 機)と い う もの を基 礎 に して,人 間 発 達 の場 と して の地 域 とそ

の主 体 で あ る住 民 に と って,住 民 の い の ち と くら しの質 を高 め るた め の各 地 域

住 民 の創 意 力 と潜在 能 力 の 発 揮 とい った 人 間 能 力 の開 発 の機 会 が 国 の政 策 や財

政 シス テ ムに よ って 妨 げ られ る とい う意 味 で の貧 困 を取 り扱 う。 つ ま り,人 間

諸 機 能 の 発 達 に お け る地 域 住 民 の貧 困 で あ る。

吉 岡 教 授 の地 方 財 政 の危 機 を住 民 の貧 困化 と関 連 レて,次 の よ うに述 べ て い

る こ とが 注 目され う。 「地 方 財 政 危 機 が た ん な る財 政 収 支 の不 均 衡 赤 字 とい

った 表 面 上 の帳 じ りだ け で み るの で は な く.住 民 生 活 の危 機 ・貧 困 問題 とい う

帳 じ りの奥 に あ る財 政 の 内容 で と ら え る必 要 が あ る とい う こ とです 。 … …つ ま

り地 方財 政 の 危機 は住 民 生 活 の 危 機,貧 困,住 民 の貧 困 と貧 困 化政 策 に 自治 体

を従 属 させ よ うとす る大 資 本 奉 仕 の政 府 の強 力 な政 策 か ら生 ま れ た もの で あ る

同 時 に.そ れ 自体 が 住 民 生 活 を危 機 に陥 れ貧 困 を促進 す る内 容 を もって い ます 。

この 意 味 で地 方 財 政 の危 機 は住 民生 活 の 危機 ・貧 困 の 財 政 的 表 現 で あ る と同時

に.地:方 自治 の危 機 の財 政 的 あ らわ れ で も あ るわ け です 。」附

この表 現 か らい えば,大 資本 奉仕 の 国 の強 力 な政 策 か ら地 方 財 政 危 機 が生 じ,

そ の財 政 危機 の奥 に あ る内 容 が 住 民 生 活 の貧 困 で あ る と指 摘 して い る。 この よ

うに,地 方財 政危 機 を住 民 の貧 困 化 と関 連 して把 握 した こ とは 注 目す べ きで あ

るが,こ こで の住 民 の 貧 困 は,地 方 財 政 危 機 の現 象 と して,そ の 地 域 の 主体 で

36)吉 岡健次 「新版地方財政のはなし」新 日本新書,ユ989年,80ペ ージg
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あ る地 域 住 民 に お い て の い わ ば 住 民 の 経 済 的 貧 困 であ ろ う。 しか し本 稿 で強 調

した い の は,地 方 財政 危機 を この住 民 の 経済 的 貧 困 と見 る の で は な く,中 央 集

権 的 財 政 構 造 下 で の地 方財 政 の 窮 乏 が もた らす住 民 の 発 達 にお け る貧困 の問 題

で あ る。

さ て,前 述 した よ うに,国 家 と大 企 業 の癒 着 に よ る大 資 木 奉 仕 の 高度 経済 成

長政 策 は.一 部 の 地 域 に諸 力 が 偏在 され,大 部 分 の地 域 に財 政 窮乏 を引 き起 こ

した 。 ま た,そ の 過程 での 環 鏡 破 壊 や 公 害 発 生 な どの社 会 的損 失 の 増大 に伴 う

負担 の地 方 自治 体 へ の 転 化 と,さ らに国 家 事 務 の押 し付 け に伴 う経 費 負 担 の 強

制 な どは 地 方 財 政 の悪 化 を促 進 して きた の で あ る。

こ の地 方 財 政 の 窮 乏 の現 象 の 上 に,さ らに 中央 集権 的財 政構 造,特 に法 的 に

は使 途 を指 定 して は な らな い地 方交 付税 ま で 補助 金化37)さ れ た 現 実 にお い て は,

地 方 自治 体 の 仕 事 は ます ま す 国家 の 決 め た仕 事 しか で き な くな っ て,.各 地 方 自

治 体 は全 国的 に画 一 化 され るに つれ て,そ の 地 域 社 会 の主 体 で あ る地 域 住 民 の

暮 しに も個 性 が な くな る結 果 とな って い る。 つ ま り,国 家 の決 め た枠 の 内 で の

住 民 生 活 の保 護 で あ り,そ の範 囲 内で の 住 民 の創 意 力 を要 求 した の で あ る。 し

たが って,地 方 自治体 が各 地 域 の 特 性 を活 か し うる仕 事 や 地 域 住 民 の 諸機 能 の

発 達 の た め の 独 自的 な環境 づ く りを しょ う と して も,ま た,各 住 民 が 白分 の 地

域 を 自分 の 手 で 創 意 力 を発 揮 しなが ら個 性 や 活 力 の あ る地 域 を 作 ろ う と して も,

結局 財 政 の 窮 乏,財 源 使 用 の裁 量 権 の 喪失,そ して,住 民 白 らの 創 意 に よ る地

域 計 画 に対 して の財 源 保 障 は期 待 で きな い 財 政 シ ステ ム と な って い る。 だ か ら.

住 民 の暮 しの質 や 住 民 の創 意 力 と潜在 能 力 の 開 発 の 機 会 は 政 府 の 財 政 的 手 段 に

よ っ て前 も って抹 殺 あ るい は制 限 され て い るの で あ る。 こ の よ うな状 況 で は人

間諸 機 能 は 発達 で きな い で あ ろ う。 人 間 諸 機 能 の発 達 を保 障 す る た め に は,ま

ず 人 間 発達 の場 と して の 地 域 の 環 境 造 成 とそ の造 成 の た め の住 民 の創 意 力 と潜

在 能 力 が 絶 えず 発 揮 で き る機 会 を保 障 す る地 域 開発 とそ の も とで の財 政 シス テ

37)こ の交付税の補助金化傾向によって地方財政がもっと統制されている現象と,さ らに地方交付

税が現実的に財源の保障に意味があるのではな く,地方刑政統制を最大化するとい.うところにも

つと意味があるということはこの論文にひきつづき書きたいと思 う。
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ムで なけ れ ば な ら ない 。

と こ ろが,今 ま で の 国 の地 域 に対 す る政 策 や そ の 財 政 的 手 段 は 一 貫 して 住 民

の 創 意 力 や 潜 在 能 力 の開 発 とい う もの どこ ろか,む しろ前 述 した よ うに地 域 不

均 等 発 展 の拡 大 と地 方財 政 の 悪 化,環 境 問 題 とい う諸 問 題 を引 き起 こ して きた

の で あ る。 そ の際,国 家 政 策 に 対 して は 様 々の 特 恵 措 置 や 財 源 保 障 が与 え られ

た の で あ る。 だ か ら.財 政 危 機 に直 面 して い る地 方 自治 体 に と って は財 政 危機

の 打 開 策 の 一環 として 国 か ら の財 政 的 保 障 を受 け よ う と思 って,地 域 の特 性 や

住 民 発 達 の 側 面 は 考 え る余 裕 が な く,争 って 国 の政 策 に した が って きた の で あ

る。 これ は,地 域 住 民 の意 志 や 創 意 力 とは 関係 ない と こ ろに 地 域 計 画 が 決 め ら

れ て お り,ま さ に 国家 へ の従 属 で あ る。 しか も,国 家 財 政 の 危 機 にお い て は,

合 理 化 の も とで の福 祉 行 政 削減 策 に陥 った り,あ る いは 地 域 の 自律 性 を高 め る

とい う立 派 な名 の も とで の 財 源 の 保 障 を減 ら して,住 民 負担 に よ る地 域 開 発 の

実 施 を誘 導 した の で あ る。 これ は 地 方 財 政 に新 た な 負担 を強 制す る結 果 と な っ

て い る。 こ の例 と し て挙 げ られ る代 表 的 ケ ー ス が 次 の テ ク ノ ポ リス政 策 細 であ

る。

先 端 産 業 を中 核 とす る この テ ク ノポ リス 構想 は,産 業,学 術 部 門 を先 導 しつ

つ 地 域 振 興 を図 り∫ 同時 に新 しい 地域 文 化 を創 造 し よ う とす る も の と し,地 域

の 主 体 性 ・自主 性 を強 調 しな が ら国 の 助成 措 置 を少 な く した 。 に もか かわ らず,

84年14地 区 の開 発計 画 が 承認 され て か ら88年 現 在 全 都 道 府 県 の半 分 以 上 の25地

区 が承 認 さ れ競 争 して い る。 この 現 象 は先 に も述 べ た よ うに,甚 だ しい財 政 窮

乏 に直 面 して い た地 方 自治体 が そ の克 服 策 を テ クノ ポ リス に も とめ よ う と した

か らで あ る。 これ ば 今 ま での 地 域 開 発 と同 じよ うに,国 家 が 一 つ の政 策 を 実 施

す れ ぼ 各 地 方 自治 体 は争 って そ の政 策 に した が って い る とい う一 つ の 例 で あ る。

な ぜ な らば,国 の決 めた マ ニ ュア ル に従 わ な け れ ば 各種 の 財 源 補 助 か ら除 外 さ

れ るか らで あ る。

38)こ のア ク・剥 ス開発政 策にっ・・て}ま,井 上青 男 伊東維年 徳 「先端産業 と地域経済」 ミネ

ルヴ ァ書房,1989年,第2章 と第10章 を参照。
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しか し,こ の テ クノ ポ リス 開 発 計 画 は,財 政 危 機 下 の開 発 計 画 の 特徴 を よ く

示 して い るの で あ って,地 方 自治 体 に対 して は.様 々 の財 政的 優 遇 措置 が 多 か

った従 来 の 開 発 計 画 に比 べ て二 重 の財 政 負担 とな って い る。 なぜ な らば,テ ク

ノポ リス は 地 域 の 自主 性 ・自律 性 を尊 重 す る こ と を強 調 して い るが,地 域 の 自

主 性 を保 障 す る財 政 力 の強 化 が 図 られ な か った こ とで あ る。 む しろ地 域 の 自主

性 の 保 障 とい う名 の も とで,従 来 に み られ た 財政 的 特 恵 措 置 もほ とん どな い の

で あ る。 つ ま り,こ れ は財 政 的 危機 が進 行 し,従 来 の よ うに 国家 の財 政 投 資 が

潤 沢 に で きな い とい う条件 下 で,自 治 体 間 の競 争 を組 織 して 自治体 に財 政 負担

を転 化 し,重 点的 に公 共投 資 を行 お う とす る もの に他 な らな い の で あ る。

だ か ら,テ ク ノ ポ リス開 発 政 策 は関 係 市 町 村 に対 して新 た な 財 政 負 担 を もた

ら して い る。 そ の 一 つ は.テ クノ ポ リス 開発 機 構 の設 立 の た め の 財 政 負 担 で あ

る。 そ の 典型 は 熊 本 の場 合,そ の圏 域 内 の市 町 村 は8億2000万 円,全 体 の約2

割 を負 担 す る こ と とされ た。 二 つ は,テ ク ノポ リス 関 連 事 業 の 実 施 に伴 う負 担

で あ る。 これ は,従 来 の地 域 開 発 に お い て もみ られ た もの で あ るが,工 業 用 地

の造 成 に伴 って,地 元 市 町 村 は そ の 関 連 施 設 の 整 備 を要 求 され て い る。 例 えば,

熊 本 テ クノ ポ リス ・セ ンタ ーが建 設 され た 益 城 町 は,テ クノ ・リサ ー チ ・パ ー

クの建 設 に 伴 う取 り付 け 道 路(3000万 円)や 水 道 施 設(9900万 円)の 整 備 を迫

られ た 。三 つ は,地 方 自治 体 にお い て,限 定 され た財 源 を住 民 の生 活 の 質 の向

上 の た め に使 って もまだ 充 分 で は な い の に,テ クノ ポ リス地 域 指定 を獲 得 しよ

う として テ クノ ポ リス関 連 事 業 や 先 端 産 業 の誘 致 の た め に優 先 的 に財 源 を配 分

して い る。 しか し,大 企 業 の誘 致 に成 功 して も税 収 は確 か に 増 大 す るが,現 行.

の 地 方 財 政 調 整 制 度 の下 で は,そ れ が た だ ちに 自治体 財 政 を豊 か にす る もの で

は な い。 す な わ ち,税 収 の増 大 は地 方 交 付 税 の減 額 を も た ら し,歳 入 全 体 は そ

れ ほ ど増 大 しな い の で あ る。 四 つ ほ,先 端 産 業 で使 われ てい る有 毒 化 学 物 質 に

よ る労 働 災 害 や環 境 汚 染 の 可 能 性 に よ って,そ の対 策 に伴 う財 政 負担 の増 大 と

住 民生 活 環 境 の 悪 化 の 可 能 性 も極 めて 大 ぎ い の で あ る。

この よ う に.テ ク ノ ポ リス 開 発 政 策 は,一 方 で 国 の政 策 を 地.方自治 体 に 競 争
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させ る こ とに よ っ て,地 方 自治体 が そ の政 策 に従 属 され て い る とい う面 で は従

来 の 地 得 開 発 と同 じで あ る が,他 方 で 自治 体 の 自主 性 を重 視 す る とい う名 の も

とで財 源 保 障 をへ ら し,い っそ う地 方 財 政 の 窮 乏 を もた ら して い る こ とが 異 な

る面 で あ る。

こ こで 問題 の 焦 点 は,地 方 自治 体 の財 政 力 の強 化 な しに は,自 主 的 に地 域 計

画 を立 案 し,執 行 す る こ とが で きな い とい う こ.とに あ るの で あ る。 それ で 国 家

の地 域 開 発 政 策 に や む を えず 従 わ な けれ ば な らな い悪 循環 が続 け られ て き て,

そ の過 程 の中 で地 方 財 政 は い っそ う窮乏 させ られ,地 域 の 個性 や地 域住 民 の潜

在 能 力 の 発 揮 の機 会 や その 発 達 のた め の 財源 の 余 裕 は 全 くな くな ってLま っ た

ので あ る。 だ か ら,今 後 の地 域 計画 は.従 来 の上 か ら下 へ の一 方 的 に指 示 す る

シ ス テ ム は中 止 す べ きで あ る。 自治 体 の 財 政 力 の強 化 の下 で,各 地 方 自治体 が

自 らの創 意 と工 夫 に よ って そ の 地 域 の 特 性 を活 か し,ニ ー ズ に も ろ と も適 した

計 画 を立 案す る とい う下 か らの 住 民 に よ る地 域 開 発 の シ ス テ ム が必 要 で あ る。

そ の 中 で,地 域住 民 の 発達 とい う ものが,自 分 の地 域 は 自分 の 手 で,人 間 発達

.の場 と して の 地 域 環 境(地 域 の政 治,教 育,文 化 の全 般)を 作 るた め,各 分 野

で の 地 域 住 民 の 活 発 な創 意 力 の発 揮 と潜 在 能 力 の 開発 を行 う こ とで な さ興 るの

で あ って,こ の結 果,絶 えず 人 間諸 機 能 は発 達 す るの で.ある。 だ か ら今 後 の国

の 政 策 や そ の財 政 的 支 出 は,こ の よ うな人 間 発 達 が 保 障 で き る シス テ ム で な け

れ ば な らな い と思 う。

Vむ す び に

前編 と本稿の綜合的結論は次のように要約できる。地方財政危機は地域不均

等発展とい う問題か ら生 じるものであるか ら,地 方財政危機の本質をより明確

に把握するためには,地 域不均等発展の問題の中から求めるべきである。さら

に,こ の地域不均等発展の原因に関 しても,従 来のように資本主義の属性だけ

の問題 として把握す るならば地方財政危機の問題までは十分 に説明できなくな

るか ら,地 方財政危機 との関連の中で地域不均等発展の問題を把握するときに
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はその地域不均等発展の原因 も二つに分けて分析するのが妥当である。

つまり,そ の一つは,資 本主義経済法則による地域不均等発展の必然性であ

る。これは利潤最大化をその基本法則とする資本主義の発展は,集 積の利益を

求めるために必ず地域的に諸力を集中させるということである。それで地域的

に財政力の格差によって地方財政危機が発生するわけである。そ して,も う一

つの重要なのは,官 僚的中央集権 による地域不均等発展の助長性である。 これ

は地域が不均等になればなるほど国家の地方財政への介入の根拠を拡大させ,

その過程で国家権力の浸透は容易になって.中 央集権を強化することができる

ということである。だか ら中央集権の強化のために地域不均等の拡大は国家に

よって誘導されたといえるだろう。そして,そ の手段は地域開発政策であった

ことを明らかにした。なぜならば,日 本の地域開発政策はその開発案をみて も

地域を不均等に発展さぜる政策であることがわか り.そ して,そ の計画 どお り

地域不均等を拡大させて きたのである。それは官僚的中央集権の強化による地

方財政の統制のためにほかならないのである。

ところで,地 域不均等発展 を実現させ,中 央集権の強化による国家政策の地

方への円滑に実施す るための財政的介入の手段の強化の形態が地方財政調整制

度の再編成である。つま り財源の保障を中心とした平衡交付金制度や地方財政

委員会制度下では地方財政統制に限界がある。地方財政調整制度の再編成 と地

方財政統制の結果,地 方自治体は財源の使用の裁量権がますます小さくなって

地域特性を活かしうる行政ができず,全 国的に画一化された行政の中に編入さ

れて地方財政危機が促進された。

この点か らいえば,地 方財政危機の本質は結局.地 域不均等発展を基礎にす

る財政力の格差を背景に,国 家の財政的介入の強化過程の中で.財 政の統制を

強め,さ らにその財政の統制を根本にして地域社会の政治 ・文化 ・教育 ・環境

など地域社会全般やその主体である地域住民の諸機能の発達が国家.によって統

制され るという現実にあるといえる。

このような現在の地方財政の危機に対する解決万法の一つ として提示 したの
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が国家の義務 としての地方財政調整制度の開発である。つま りこの制度下には,

まず資本主義の経済法則による地域不均等発展はある程度緩和できるし,さ ら

に国家の地方財政に対す る財政的介入の根拠が少なくなって官僚的中火集権に

よる地域不均等発展の拡大は制御することが.できる。さらに,何 より重要なの

は中央集権的財政構造の打破によって,財 政統制を基礎にする地域社会の国家

への従属や人間発達における地域住民の貧困から自由になり,ま さに各自治体

は人間発達の場 としてその機能を発揮するだろう。

(1990年5月 脱稿)


